
教員が、児童･生徒と向き合う時間を確保できる取組に
ご理解、ご協力をお願いします

「学校における働き方改革」は、児童・生徒の未来につながる力を育むため、教員が教育活動に全力投球ができ
る環境づくりに必要です。
保護者・地域の皆さまにはこれまでも香川県の教育行政にご協力いただいておりますが、今後とも取組推進の
ため、ご理解・ご協力をお願いします。

学校・教員が担う業務に係る３分類

総務課 TEL:087-832-3733問い合わせ先

詳しくはこちらへ
▶教職員の働き方改革

https://www.pref.kagawa.lg.jp/kenkyoui/kyois

omu/plan/syokuin/work.html

▲文部科学省は業務の適正化に向け、上記３分類に基づく

取組を徹底することとしています。

▶文部科学省「令和５年度教育委員会における学校

の働き方改革のための取組状況調査」結果の中で、

全国の取組事例が紹介されています。

https://www.mext.go.jp/content/20240

109-mxt_zaimu-000032988_1.pdf

https://www.pref.kagawa.lg.jp/kenkyoui/kyoisomu/plan/syokuin/work.html
https://www.pref.kagawa.lg.jp/kenkyoui/kyoisomu/plan/syokuin/work.html
https://www.mext.go.jp/content/20240109-mxt_zaimu-000032988_1.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20240109-mxt_zaimu-000032988_1.pdf

